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　考古学者・斎藤忠が昭和7年（1932）、「墳墓雑話の

一」として、「古墳の祟り」という小文を記している1）。

亡き人への想いのもと多く人々によって築かれた古墳

も、時代とともに忘れ去れていく。

その後幾春秋、此等は多く名もなき古塚として村

に里に残存した。しかもその多くは、内に幾多の

宝器を蔵すると伝へられつゝも尚里人の盗掘にも

遭はず、外に田畑を妨ぐ広大なる地域を有しつゝ

も農夫の崩壊にも害せられず、今日に至る迄巍然

として其永遠の生命を保って来た。

そして、何がそうさせたかと問い、

無論それに墳墓といふことが意識せられた場合、

人々は心より之を躊躇したのは言ふ迄もない。併

し一面「古塚を掘れば祟りがある」との迷信の力

の偉大なりしことも忘るべきではなかろう。誠に

此科学を超越した力強い迷信こそ、語り継ぎ語り

伝へられて人々の心底に根生え、人々を恐怖せし

めその発掘を防止したか不文にして無言の厳然た

る法律であった。

と述べ、「古塚を掘れば祟りがある」という迷信が

人々の心に定着し、「発掘を防止」したと指摘する。

古い塚をめぐる俗信や民間説話が盗掘を防いだという

のである。斎藤は、その禁忌に違反した具体例として、

近世の４つの事例をあげる。

【事例１】

　文政年間の初、越後国猪股村の古塚の石槨から取り

はじめに
出した副葬品（陶器）を家に持ち帰った一家が「疫に

染」まり、売り払った商人の家もまだ同様に病気とな

り、寺に納める。寺でそれを見て持ち帰った京の人が

また病気となったという。行く先々で病気を引き起こ

すことを「祟なるべし」と記している。（『甲子夜話続

編』）

【事例２】

　「京師大仏阿弥陀が峯南の方地蔵山を穿掘して古墳

の祟ありし奇談」という話。文政11年、地蔵山の土砂

を採った際、山の神とよばれている松の木の下から壺

が出てきた。掘り出そうとしたら鳴動し、掘っていた

人が死ぬ。それを聞いた世話人も熱病に罹り死ぬ。

（『兎園小説拾遺』）

【事例３】

　京都、清水寺の音羽山の麓の土地を平らにしようと

掘ったところ大きな石にあたった。掘り進めると、

「一むらの霊気ひらくと四方にたなび」き、多くの僧

侶が倒れ伏した。これを「古塚の祟り」と記している。

（『奇遊談』）

【事例４】

　猪七という盗賊が古墳を盗掘する話。「石の門」「黒

漆の棺」「金銀珠玉衣服甲冑さまざまの宝」などの記

述があり、「門の内より矢を射だす」「甲冑を帯せし武

者門の左右に立ちふさがり」「棺の内より白銀にて作

りたる鼠一疋猪七の懐に落かかりける」「棺の両角よ

り…細かなる砂を吹きおろす」などということがあり、

猪七は「癰」（はれもの）を患って亡くなった。（『御

伽百物語』）
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　【事例４】について、斎藤が「架空的であり、怪奇

的である」としているとおり、フィクションであるも

のの、その背景には古墳（古塚）を発掘すると祟りに

あうという言説が定着している証左ともいえる。これ

らの事例から、

　科学万能の今日、或は単なる怪奇として無雑作に

葬り去られ、或は又よし之を認めても、単に盗掘者

それ自身の受ける精神的苦痛の結果とし幻想の現映

として解釈せられるかもしれない。かくして、古塚

を掘れば祟るとの不文の法律も次第に消え失せよう

として居る。併し願はくは、この種の話は、科学を

遥かに超越した神秘的のものとして、村に町に人々

の間に何時の世までも語り伝えられたいものである。

と近代科学では「迷信」とされる「古墳の祟り」譚が

伝承されることを期待し、「解剖台の屍体の如く」学

術的態度をもっての発掘で祟ることはないだろうとする。

　以上のように、古墳が長い間保存されてきたのは、

それぞれの地域の歴史的、社会的環境のなかで、信仰

や禁忌など生活のなかで伝承されてきたこと着目する

重要な指摘であった。近年、角南聡一郎をはじめ民俗

学の研究で、古墳をめぐる伝承に注目した研究がすす

められている2）。小稿では、これらの研究を参考に、

怪異学の視点から古墳の祟りについて考えていきたい。

　怪異学とは、「怪異」という語をキーワードに、そ

の歴史的考察を行う学問である3）。平成13年（2001）

に設立された東アジア恠異学会を中心に、歴史学・文

学・民俗学・地理学・美学など人文・社会科学に広が

りを持ち研究を進めてきた。ここでの「怪異」は、不

思議なこと、あやしいことを示す語である現代の日常

語としての怪異だけではない。

　元来、「怪異」は漢語であり、中国古代の災異思想

にもとづく語であった。儒学者、董仲舒の天人相関説

にもとづく考え方である（『漢書』董仲舒伝）。天と人

の行ないが連動し、為政者である皇帝の失政を戒める

ために、天が「災害」「怪異」を起こす。「怪異」は

「災害」と対になる語であった。また、「怪異」とされ

１．怪異学と祟り

る事象は、例えば『類聚符宣抄』の「怪異」の項によ

ると、東大寺の大仏の水湿（結露）、宇佐八幡宮の木

が俄に枯れること、火事で神馬が死亡することなどで

あった。この天人相関説、災異思想が日本に伝わった

ものの、「天」（天帝）の思想については、十分に理解

されたうえでの受容はなかった。中国の「天」の思想

に代わり日本では「神」が「災害」「怪異」を起こす

主体となる。

　そして、「神」が「災害」「怪異」によって、人に祭

祀を要求することが「祟り」の原義であった4）。タツ、

アリが語源と考えられ、神の示現を意味する語であっ

た。人が何か悪いことをした報いとして「祟られる」

のではない。

　『古事記』垂仁天皇段には、天皇の子、本牟智和気

王が成人しても言葉を発しないことに落胆した天皇が

病に伏せってしまう。その時、

ここに天皇患ひたまひて、御寝しませる時、御夢

に覚して曰りたまひけらく、「我が宮を天皇の御

舎の如く修理りたまはば、御子必ず真事とはむ」

とのりたまひき。かく覚したまふ時、太占に占相

ひて、何れの神の心ぞと求めしに、その祟りは出

雲の大神の御心なりき。

とあり、天皇の夢の中で、神が宮の造営を要求する。

夢から覚めた天皇は太占によって、いずれの神の心か

を問うたところ、出雲大神の御心という結果が出た。

ここでの祟りは、出雲大神の心、つまり、神の意思表

示であり、社殿を造営し祭祀することを要求したもの

であった。

　神の「祟り」は、律令国家の成立により、神祇官が

管理し、卜部の亀卜によって認定された。宝亀三年

（773）正月十三日付太政官符（旧京都市吉田家所蔵）

には、

　　太政官符神祇官

　合神弐処

　　双栗神　在山背国久世郡

　　　　充奉田壱段

　　乙訓神　在同国乙訓郡

　　　　充奉神戸壱国并幤帛

　右、得二官解一你、供二奉　御体御卜之日□一
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　祟奏上、奉　レ勅依レ奏、仍注事状申送□

　官宣二承知一、依　レ勅施行、符到奉行、

従四位下行左中弁兼中務大輔大伴宿禰「家持」　

左少史正七位上土師宿禰「拖取」

　　　宝亀三年正月十三日

とある。「御体御卜」に関する文書である。「御体御

卜」とは、６月と12月の２回、向こう半年間、天皇の

体に「祟」る神を神祇官卜部が占断し、処置を行うも

のであった。この太政官符では、双栗神と乙訓神が特

定され、田や神戸、幣帛によって祭祀されている。律

令国家の成立により、神々が神祇官で管理されるなか、

神の示現としての「祟り」が予定調和に卜部によって

占われるようになった5）。

　やがて、神だけではなく、人の霊の「祟り」も占断

され、９世紀には陵墓の「祟り」の記事も見える。例

えば、『日本後紀』逸文、大同四年（809）七月丁未

（三日）条である。

遣二使於吉野山陵一、掃二除陵内一、并読経。以二亢

旱累旬一、山陵為レ祟。

　長く続く旱魃が吉野山陵（井上内親王）の「祟り」

とされ、陵内の清掃と読経が行われた。この後、六国

史に11例、陵墓の「祟り」の記事がある。

　そして、10世紀以降になると、『小右記』長和二年

（1013）五月二十五日条に、

夜に入りて、修理大夫、来たりて、良久しく清談

す。「青宮の御悩、若しくは神明の祟り有るか。

其の故は、『宮の御修法に依り、公家の御幣使、

延引す』てへり。此の事、先日、伝へ承る所なり。

主上、深く不快の御気色有り」と云々。

とあり、藤原実資が修理大夫と清談するなかで、青宮

（皇太子）の病が「神明祟」ではないかと述べている。

「祟り」は神祇官卜部によって公的な場で判断される

ものではなく、貴族が会話のなかで語られている。

「祟り」が日常語となっていることがわかる。

　さらに、中世の史料には、『玉葉』承安三年（1173）

三月三日乙未条に、

自二今夕一、女院有二御不予事一、居給一是御灸治之

間令二也、令レ卜二筮之一、占云、土公、鬼霊、霊気

之所レ祟云々、依二此事一、相二労灸治一参上、摂政

昨日相二共室家一、被レ向二宇治一、依二一切経会一也、

とあり、女院の病気を卜占（卜筮）で認定してる。こ

こでは、「土公」「鬼霊」「霊気」と「祟り」の主体が

多様化していることがわかる。

　また、『吾妻鏡』文応元年（1260）十月十五日己酉

条には、

相州政村の息女邪気を煩ひ、今夕殊に悩乱す。比

企判官の女讃岐局が霊、祟をなすの由、自託に及

ぶ。件の局大蛇となりて頂に大なる角あり。火炎

のごとく、常に苦を受く。当時比企谷の土中にあ

るの由、言を発す。これを聞く人、身の毛竪つと

云々。

とあり「邪気」を患った女性が「讃岐局の霊」が

「祟」っていることを自ら語っている。その内容は、

「讃岐局の霊」は角のある大蛇の姿になり、比企谷の

土の中で火炎のように責め苦を受けているというもの

であった。これを聞いていた人々は身の毛もよだつ思

いをしたとある。霊の「祟り」であり、現代の祟りの

用法に近い。

　以上のように「祟り」の語は、「怪異」同様に歴史

的変遷があることがわかる。「祟り」はある事象を〇

〇の「祟り」であると認定し、その主体が明らかと

なったうえで対処を行うという単純な構造をもつもの

であった。「祟り」が生成する現場では、ある出来事

を解釈し、「祟り」の主体（基本的に神）や原因、対

処法などの情報を発信する者とそれを受容する者が存

在している。情報を発信する者は、「卜占」「託宣」

「夢」などの回路で神霊の世界と交信し、「祟り」を語

る言葉を紡ぎだす。また、情報を受容する者は「王

権」「国家」「社会」などそれぞれの置かれた環境にお

ける不安や思惑を持っている。この情報を発信する者

と受容する者の葛藤という相互作用のなかで「祟り」

が成立するのである。

　それでは、斎藤忠が「古墳の祟り」でとりあげた近

世社会において、祟りはどのように展開しているので

あろうか。次に近世史料にみる「祟り」を検討したい。
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　近世の「祟り」を検討するにあたって、国際日本文

化研究センターの「怪異・妖怪伝承データベース」

（https://www.nichibun.ac.jp/YoukaiDB/）を活用

する。このデータベースで「タタリ」で検索すると

619件ヒットした。そのなかで、民俗資料を除き、近

世随筆について整理を行った。ただし、データベース

の項目「呼称」の欄に「（祟り）」とあり、史料に「祟

り」の記載がないものは省いた。これは、データベー

ス作成者の判断が入っているためである。

　以上の基準で抽出したデータは103件であった。こ

のなかで近世以前の史料の引用を除いた82件を対象と

し、原因→事象→認識→主体→結果・対処に分け、時

系列に整理したものが表１である。

（Ａ）どのような現象が起きたときに「祟り」が認定

されているか？（原因・事象）

　個人（もしくは家）に「祟る」事例が56例（67％）

である。近世の「祟り」が個人化していることが理解

できる。事象としては、病気が39例（うち死に至るも

のが10例、狂乱・憑依によるものが16例）と最も多い。

狂乱・憑依による尋常ならざる病気や死、連続した死

などを説明する際に「祟り」が語られている。

　また、地域に「祟る」事例が７例（８％）ある。こ

れらの事例は、疫病や自然災害（地震、異常気象）で

ある。

（Ｂ）「祟り」の主体は何と考えられていたのか？

　（主体）

　神の「祟り」は23例である（神祇17例、人神（御霊

神）６例）。次に、人の「祟り」が７例ある（生きて

いる人２例（表１の No.5、23）、死者の霊５例（No.9、

28、45、46、75）。この他、物・場所の「祟り」が20

例、動物の「祟り」が10例（蛇、犬、狐、鰹、獺な

ど）あり、その他、化け物（妖怪）が11例（天狗、河

童、山童など）であった。

　「祟り」の主体は神が最も多い。ついで多いのが具

体的な物の「祟り」である。この事例には、神木や墓

石、仏像などが含まれており、その背景に神霊の存在

をうかがわせる。古墳の祟りもこれに含まれる。また、

２．近世史料（随筆）にみる「祟り」
「祟り」の主体に死者の霊は少なく、祖先はみえない。

死者の霊に関しては、すでに御霊神として祭られてい

るものが多く、怨霊（死霊）が「祟る」とする事例は

稀である。

（Ｃ）誰が「祟り」と認識したのか？─「祟り」の語

られ方─

　まず、広くの地域の人々が「祟り」であると語って

いる事例が３例ある。

　『閑田耕筆』（No.13）に、

先年伊予国宇和島領上之灘尾端串浦社の神木を伐

らんとする時、白衣の人四百人計来りて止むれど

もきかず、伐りて船に積たる時、此四百人、やが

て船を乗沈め、吏及び人夫共に没死すと、或人語

れり。又吉野上市の上にて俗称いもせ山といふ社

あり。其神木を伐て売しに、伐たる者をはじめ、

其材を買しものまで祟をうけ、或は狂乱し、或は

病悩して、数家皆死絶たりと、其所の人話せり。

右青木大明神の奇霊とひとし。凡神霊は疑まじき

ものなり。…

とある。神社の神木伐採についての話であるが、吉野

上市の事例は「其所の人話せり」とある。「狂乱」「病

悩」が神の祟りと記録されているのである。

　次に、『兎園小説』（No.19）の「虹霓　伊勢踊　琵

琶笛　奇疾」に、

享保十四年八月の頃、本所石原徳山五郎兵衛中間

八郎、俄に尻に犬の尾を生じ、五日の朝飯食し兼

ねしことありき。摺鉢に食を入れ与ふれば快く食

す。夫より人相も大に変じ、全く犬の如し。夜中

犬の声を聞くときは、必飛び出だす、日ごろ犬を

殺しゝ祟と皆人伝へ云ひき。

とあり、犬のように行動する中間の話であり、表題の

「奇疾」と認識されていたことがわかる。その原因が

日頃犬を殺していたことの「祟り」であるという。

「皆人伝へ云ひき」とあり、この話が広く語られてい

たことがわかる。

　さらに『中陵漫録』（No.58）「怪淵」に、

…松山より伯州に行く路に一淵あり。其辺に人あ

り。至て勇夫なり。或夜、少年相携て、罨を持行

き、其中に打てば物あつて罨の中に入る。如何と
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表1　近世史料（随筆）にみる「祟り」
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しても出ず。故に傍の木に手縄を結付置き、明朝

又、少年と行て見れば、手縄を解き、其辺にあり

と云。其後も亦た如レ此。是れに因て、一劔を抱

ひて没し見れば物あり。暫して血、水に浮ぶ。其

中に僧の頭あり。二度三度にして漸く切殺したり

と云。其人、一年ならずして死す。人皆云く、果

たして其祟に遇うと云。

という話が掲載されている。ある淵の網を投げ込んだ

男が物の手ごたえがあるものの何もあがらないことか

ら、剣を投げ込んだところ、僧侶の頭が水中にあり、

切り殺した。この男が一年を待たずに亡くなったこと

を人々が「祟に遇う」というとある。ここでも広く語

られていたことがわかる。これらの事例から「祟り」

が広く社会で語られていたことが理解できる。

　次に、個人が「祟り」と語る事例がある。『閑窓瑣

談』（No.9）後編「貞盛の不仁」に平将門の乱について、

因に云、将門の舎弟御厨三郎平将頼は、武蔵国多

摩郡中野の原に陣取しが、田原の千晴が為に奸計

に落とされて死す。其霊戦場に残りて人民を悩し

祟をなす事止ず。…　東国に霊を現したゝりしは、

将門にはあらで、其舎弟の将頼の亡魂なりしと思

はる。

とある。作者の為永春水が祟りを将門ではなく、弟将

頼と解釈している。また『酔迷余録』（No.75）には

「平家蟹」の項に、芭蕉の門人、凉菟が「其の夜度ゝ

おびえて寝ねられざしりかば、「是平家の亡霊の祟り

ならん」と思」ったと記されている。これらは、執筆

者である知識人たちが「祟り」の主体を解釈する事例

である。

　また『世事百談』（No.18）「欺て冤魂を散」には、

何某が家僕、その主人に対し、指たる罪なかりし

が、その僕を斬ざれば人に対して義の立たざるこ

とありしに依て、主人その僕を手討にせんとす。

僕、憤り怨て云う、吾さしたる罪もなきに、手討

にせらる。死後祟りをなして、必ず取殺すべしと

云う。主人わらひて汝何ぞたゝりをなして我をと

り殺すことを得んや。といへば、僕、いよいよい

かりて、見よとり殺さんといふ。主人わらひて、

汝我を取殺さんといへばとて、何の証もなし。今

その証を我に見せよ。その証には汝が首を刎たる
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時、首飛んで庭石に齧つけ。夫を見ればたゝりを

なす証とすべしと云。さて首を刎たれば、首飛び

て石に齧つきたり。その後何のたゝりもなし。あ

る人のその主人にその事を問ければ、主人こたへ

て云、僕初にはたゝりをなして我を取殺さんとお

もふ心切なり、後には石に齧つきてその験を見せ

んとおもふ志のみ専らさかんになりしゆゑ、たゝ

りをなさんことを忘れて死したるによりて祟なし

といへり。

とある。主人に手討ちにされる家僕が死の直前に「死

後祟りをなして、必ず取殺すべし」といったものの、

打たれた首が庭石にかみつけば「祟」った証拠とする

といい首を刎ねる。首は庭石にかみついてものの「祟

り」はなかった。これは亡くなった家僕が石にかみつ

くことをめざすことによって、主人に祟ることを忘れ

た結果としている。ここでは、主人も家僕という当事

者が「祟り」をめぐってやり取りしているのである。

　さらに、宗教者がある出来事を「祟り」と語ってい

る事例がある。明恵上人（No.4）、守興和尚（No.14）、

卜者（No.15）、羽黒山の修験（No.22）、神子（No.28）、

三海上人（No.30）、陰陽家（No.38）、金神医者（No. 

52）、円空（No.70・71）、陰陽師（No.80）などであ

る。これらは、説明のつかない異常な病気や死につい

て原因を特定し、対処（治療）する場合が多い。

　例えば『新著聞集』（No.28）の「僧財を掠奪ひ一

族を悉く滅す」である。奥州菊田郡河村の江尻惣右衛

門は、その子平四郎を羽黒権現の社僧長明寺に預け、

寺の金を借りたうえ、手形を平四郎に盗ませる。借金

証文の有無が裁判となり、長明寺は神前で起請したも

のの敗訴する。長明寺は「この上は、活て人に面むか

ふべきにあらず。死して恨をなすべし」といい、断食

をして亡くなる。やがて、惣右衛門は死去する。

　長明寺の三十三回忌になって、二代目の惣右衛門が

「長明寺、笠打かぶり杖をつき、来れる」といい、恐

れる。そこで、長明寺の住職（現住）をよんで加持祈

祷をすると、

神子に祓ひさせけるに、様々の事を口ばしり、不

図立あがり、長明寺の前に走りより、「汝は無道

の者かな、我祟をなす処へ、弟子の身として祈祷

は何事ぞ。真あらば、此家には来るべからず。師

恩をわすれし汝を先とり殺さん。疾にも此一族、

ことごとく滅さんとおもひしかど、富貴になして

後、蟹の足をもぐように、とりひしぎなば、一入

嘆も深からんと、年をかさね今までは許しつ。兄

弟共に追付とり殺さん。平四郎は手がた盗し科は

あれど、そのころ、思慮もなからん。ことにむか

しの好身ゆへ、不便におもふ也。されども、科を

許す事なかりがたければ、病身になしおくべし」

といった。長明寺の住職は逃げ帰って、死去する。江

尻家の兄弟四人、後家、子どもたちが次々と死ぬ。こ

の後、長明寺の霊は平四郎にも憑く。この事例では、

長明寺の住職の加持祈祷で、「神子」の託宣のなかで

「祟り」が語られている。

　また『闇の曙』（No.52）の「愚人を欺き誑かす道

具には、金神の祟り尤世に多し」と書き出す一節に、

三十年ばかり以前、大坂高麗橋壱丁目辺に金神医

者と異名せる医者有し。（或いは山伏医者ともい

ふて、笑ひけり。）病家へ行と、十に五ツは、此

病人と金神の祟りあり。薬にては治しがたし、祈

祷すべしとすゝむ。さなきだに病家は迷はして、

心くらくおもふ所へ、たゝりをいふておどしかけ

るほどに、忽ちまどひ恐れて、祈祷頼むもの多し。

金神除の祈祷は、京都に大験者有引合せ申べしと

て、差図する山伏京四条近所に有しとなむ。此事

を知人は、あれは相棒なりと讒り賎しめり。

とある。大坂高麗橋の金神医者は京都の大験者と共謀

して、病気の半分を「金神の祟り」と判断し、祈祷に

よる治療をすすめている。詐欺まがいの治療が成り

立っている背景には「祟り」を受け入れる人々があっ

たことがわかる。

　以上のように、近世の随筆にみる「祟り」を分析し

てきた。「祟り」が生成する現場で、ある出来事を解

釈し、「祟り」の主体や原因、対処法などの情報を発

信する者とそれを受容する者が存在している点は古代、

中世と同じである。しかし、祟りの原因とされる出来

事は、国家や社会に関わるものではなく、個人に関す

るものが多い。情報を発信する者は、出来事の当事者、

宗教者、知識人などであり、それぞれの立場で「祟
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り」を語る言葉を紡ぎだしている。また、その主体も

神や霊だけではなく、多様である。これらのことから、

「祟り」が社会に広く定着し、多様に語られているこ

とが理解できよう。斎藤忠が古墳の祟りとして取り上

げた事例も、近世社会における「祟り」の言説の一つ

である。

　さて、表１の82件には、斎藤忠が紹介した【事例

２】の外にも古墳（古塚）の祟りの事例がある。『向

岡閑話』（No.７）の「遊二詣武州矢口新田明神一」に、

この所はいにしへ鎌倉よりの道路なり。川あり。

矢口の渡しというふも此所なり。こゝに新田明神

の祠あり。義興の霊をいはふものなり。祠のうし

ろに墳墓あり。まばらにかきをゆいて、此中の草

の葉までもとることを禁ず。もしもおかすものあ

れば、かの霊のたゝりをうくといふ。

とある。新田義興をまつる新田明神の祠のうしろの墳

墓は禁足地であり、犯したものは祟りを受けるという。

　また『閑田耕筆』（No.11）には、「田村将軍の塚」

について次のようにある。

山科栗栖野に田村将軍の塚は、杉一株たてりしが、

田の上におほいて障なりとて伐んとせしに、眼く

るめきて伐えず、祟なるべしと畏て止ぬ。其後自

然に樹より火出て焼つれば、農作に害なくなりぬ

とぞ。神霊たうとむべし。将軍は奥羽の蝦夷を帰

化せしめ、朝家に大功は知る人尠く、あまさへ其

古墳さへ微々に、しるしの樹焼亡ぬるは歎くべし。

とある。田村将軍の塚上の杉を伐採しようとしたが伐

ることができず、祟りであるとして中止した。

　この記事に続いて、「遍昭僧正の墳」（No.12）につ

いて、

遍昭僧正の墳の花山にあるも石塔は失ぬ。これは

一とせ茶事を好めるものゝ取来りて、己が庭に居

たるが祟有しかば、畏れて本国寺とやらんへ納め

しとぞ。古物の貴きをしりて、古人の尊むべきを

しらず。祟をおぼえてももとへかへさゞるごとき、

不敬の所為悪むべし。

３．古墳（古塚）の「祟り」

とあり、遍昭僧正の墓の石塔を家の庭に持ち帰ったこ

とで祟りがあり、本国寺に納めたのである。

　さらに『笈埃随筆』（No.46）「祇王、仏、静旧跡」の

項に、

近頃聞、淡路国洲崎にて、計らずも古塚を掘出し

ける。其人狂ひ口走りて、我は判官義経の妾静也。

元の如く納めざれば、其祟りをせんといふ。人々

驚き詫てけるに、一人いふ、聞及ぶ静御前ならば、

舞の名人とかや、一さし舞て其証を見せ給へと望

むに、やがてかのむくつけき老民、威儀を正し頻

伽の声を発して諷ひ舞しかば…。

と記されている。静御前の古塚を掘り出した人物が

「狂ひ口走りて」、静御前として語り出し、元のとおり

納めなければ祟りをなすと言った。周りにいた人々は、

静御前であれば舞の名人なので舞い、その証拠を見せ

るように望んだところ、むくつけき老人が舞を舞い、

和歌を詠じるように望んだら歌を詠んだという。古塚

に埋葬されていると伝承されている人物が盗掘した人

に憑依し、舞い、歌ったという。

　これらの事例にあるとおり墳墓の盗掘や墓上にある

ものを持ち帰ったり、伐採したりする行為は禁じられ

ており、そのことが社会通念となっていたことが理解

できる。近世随筆の記載は断片であるが、古墳（古

塚）をめぐっては多くの言説が語られていたことは想

像に難くない。「古墳の祟り」の現場の詳細な記録が

残されているのが、石川年足の墓と小野毛人の墓であ

る。いずれも墓誌が発見されており、早く梅原末治が

紹介している。この二つの事例をみていきたい。

　まず、石川年足の墓である。梅原末治「石川年足の

墳墓」6）には、「従来多く世に知られざる田中氏所蔵

の記録中にある関係の記事」を一部紹介している。

又記録は島上郡真上村住田中六右衛門先祖より所

持来り屋敷より北裏手の山林を荒神塚と申すに往

古より先祖代々家守護神と称し右山林の内に千年

も相立古木の松有之之を荒神塚古木を荒神松と申

往古より六右衛門家先祖代々大切に仕例年十一月

火焚祭と唱年々御前御伝へ来り候処文政三年辰年

正月元日の朝六右衛門へ御告にて夢を見元日の雑

煮を祝ひ夜明迄暫く間うたゝ寝致し候内に慥に夢
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覚右荒神塚山林一面に武家へ崩込居宅忽ち土中に

ならんとす家内の者周章さわぎて逃去ると思ひて

夢さめたり総身冷汗出で恐しさ限りなし不吉の夢

を見心に掛り罷出候処隣家伊右衛門年始祝賀に来

り四方山咄の上に伊右衛門申する者旧冬十二月廿

八日立松切に山行荒神松の下通り見請候処巾一尺

四五寸計深さ一尺斗幸荒神松の下地面落込有之何

ぞ生け込被成乍事なきやと咄し有之夜明の夢と申

不思議と存じ早速松の下に参り見請候処相違無く

何共不思議且昨夜の夢全く山林開発にて荒神の咎

にもあらんやと恐しく存じ我家の滅亡の前表にも

あらんかと大ひに心配いたし林檎蜜柑木迄植付後

には我家の得益にも可成事は八九分迄成就する処

にて気掛り若我家の守護神遠祖にて其流にてもあ

らんやさもあらば此末我家の氏神と尊み奉るべき

事といよく不思議地面落込見改の為知らせ有之と

存て翌二日早天に右伊右衛門相頼倅共堀改め見届

元掛り五六尺斗堀上げ候得共炭沢山に有之炭も土

同様に相成其炭の中に二重箱と見へ外箱は腐り中

箱との間黄金金延板緑青出申難分し水にて洗ひ見

るに文字彫附有之難分摺洗ひ緑青去り落し分りが

たく候得共文字相見銘彫付あり千五十九年になる

古代の物なり二重箱の中に大切の神霊有之申述が

たく其の儘銅板箱の上に埋置候

とある。島上郡真上村（現高槻市）の田中六右衛門の

屋敷の裏に荒神塚（荒神松）という屋敷神があった。

文政3年（1820）正月元旦に荒神塚の山が崩れ屋敷が

土砂で埋まる夢を見た。そのことを話した隣家の伊右

衛門に話したところ、年末に立松（門松）を取りに

行った際、荒神松の下が落ち込んでいたという。夢と

一致するため、確認に行ったところそのとおりであっ

た。六右衛門は、山林開発による「荒神の咎」「我家

の滅亡の前表」と考え、伊右衛門に頼み、倅とともに

発掘したところ木棺と石川年足の墓誌が出土したので

ある。

　その後、京都多聞院にいる六右衛門（上記史料の

倅）の子が再度発掘し、京都にもって帰ったことに

よって世に知れ渡ったという。

　梅原は、「此の記事は恐らく発掘者の録せるものと

思はるゝを以て、自己の祖先と墳墓との関係について

は多少の附会を予想するも、ほゞ其の状態を窺ひ得ら

れ、（山田−大江注）以文の記に比して価値すくなか

らざるを思ふ」と述べている。

　山田以文の書簡「石川卿金牌出現之由来」には、先

の史料には記されていない内容も含まれている7）。

「荒神山（塚）」の「荒神松」の「マワリ三四間の程ヲ

昔ヨリ霊地」といい、庄屋田中家が困窮して山を開発

し、林檎の木を植えたときも開発を避けたとある。近

隣の百姓が田中家に荒神山が崩れていることを告げに

来たのは12月28日とある。確認に行ったのは六右衛門

の倅であり、「右倅云ヤウ、アラアヤシイキ事カナ、

昨夜ノ夢ニ、山オチ入テ大ニサワギカラウジテ家を逃

去リヌトユメミタリ、凶夢ト思ヒ人ニモ告ザルニ、夢

ニタガハズ」という。「山ヲ開テ、木ヲ植シ咎」と思

い、正月二日に倅と百姓の二人で、「垢離ナドシテ、

身ヲ清メ右ノ処ヘ」行き、木棺と石川年足の墓誌を発

見する。「両人大ニ恐懼シ、定テ祟ヤアラン」と元の

とおり納め、「深ク慎テ他人ヘハ秘セシナリ」とある。

この地には、

三十年前ニ狐村中ニテ死セシコトアリ、此家ノ老

婆之ヲアハレミテ、此霊地辺ヘ埋シガ、狐霊老女

ニ付テ口バシリ、此地ハ忝モ武内公ノマス所ナリ、

不浄ノ畜類ヲ葬ルコト大ニ怒レリ、仍テ右死狐ヲ

掘出シ、他所ヘウツシ埋メシカバ、本心ニ立帰リ

ヌ、斯様ノコトモアル故、右六衛門先代マデ、節

日ナドニハ燈明ヲ供シテ、家内ノ安全ヲ祈リシ由

也、近年ハサルコトモナカリキ、

ということがあった。田中家の老婆に狐霊が憑依し、

このことで祭祀が行われたというのである。荒神山

（塚）が霊地であることを示す伝承といえよう。

　以上、二つの史料であるが、墳墓を掘り、副葬品

（墓誌）を発見した際の近世社会の認識を示す貴重な

ものである。庄屋田中家が石川年足の墓を「荒神塚」

として祭祀し、その場所には、夢と現実の合致や狐の

霊の憑依現象など不思議な出来事が語られている。こ

のことによって、霊地として長く保存されてきたとい

えよう。

　石川年足の墓と同じく発掘された経緯がわかるのが、
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京都市上高野にある小野毛人の墓である。発掘にいた

る経過は、梅原末治「小野毛人の墳墓と墓志」に詳 

しい8）。梅原によると、

明治に至り当時築ける封土崩れて再び天井石を露

出し、一度地方人士の石室を開けることあり、

こゝに金牌のあるを聞ける村の理髪師某、その発

掘の容易なるを知り、明治二十八年三月八日これ

を発きて墓志と銅函とを奪い去らんとせしが、途

に下鴨警察署の手に捕へられ、墓志は無事村民の

手に帰れり。

という墓誌盗難事件があり、墓誌を神社で保管するた

めに大正3年（1914）2月1日に民家に移したころ、

別の調査で高野村を訪れていた梅原が区長井口又兵衛

から話を聞き、発掘調査にいたった。小野毛人の墓誌

は、銅函に納めた上、石函に入れられていた。銅函の

蓋の上面には、延宝元年（1673）に製作されたときの

銘文が次のように刻まれている9）。

慶長十八、癸丑仲冬、山腹陵夷、中有石槨、村民

驚見、開蓋但視、有物如煙霧、傍有神牌、文字不

明、村民相議云、此処曰小野之邑、又曽聞之、奉

窆毛人朝臣之神霊也、然則是牌也、必録其神号也

哉、尓後磨瓏神号明朗、以故不能奉安之民家、別

件銅函、以奉復鎮本処、先願、皇闕清寧、武門衰

泰、次冀五穀豊驍、万民楽業、

延宝元年竜次癸丑十一月吉祥日

� 山城国愛宕郡高野村闔民　敬曰

　この史料によると、墓誌の発見は慶長18年（1613）、

山腹の石槨が「村民」によって発見され、蓋を開けて

見たところ「神牌」（墓誌）が埋納されていた。「村

民」は文字は読めなかったものの、その場所を「小野

之邑」といい、「曽聞之、奉窆毛人朝臣之神霊也」で

あったため小野毛人の墓誌であると判断している。こ

の場所が小野毛人の墳墓の地であるという伝承が発見

より以前からあったことがわかる。

　この慶長年間の墓誌発見の詳細を記したものが、梅

原末治が高野村の旧記を調査する中で偶然に発見した

「小野毛入之御位牌掘出シ候時之年号之事」という古

文書である10）。

　小野毛入之御位牌掘出シ候時之年号之事

一、山城国愛宕郡高野之里崇道天皇之西神主高林

山城守政重六十五歳之年之年号慶長十八癸丑年十

一月二十三日之夜、夢ニ天皇山之東原之峰高位之

記有之由、ありくと夢ニ見申候、翌日廿四日之大

師講寄会ニ而夢物語致候ヘハ、其講之内ニ彦太夫

又五郎と申弐人、天皇山江柴かりニ行、石之から

とを見付掘出シ長サ八尺五寸、横幅三尺五寸、深

サ三尺五寸之石之からとの内ニ、かね之毛人之位

牌御座候を取出シ、神主山城方へ持参仕候、則天

皇之社之脇ニ観音堂御座候、其内へ奉納置候、里

遠ク御座候故、又同村徳雲軒と申寺江預ケ置申候、

然所ニ同村衆中兎角毛人之御位牌右之石之からと

ゑ葬リ度由風聞御座候間、在候ヘハ蓮花寺法印頼

候而葬申候、其年より当年迄

　小野氏系図　　人王三十一代

敏達天皇　春日皇子　妹子王　毛人　毛野

岑守　篁　後生　良真（女子
女子

　　　　　　宝水二年乙酉二月

　　崇道天皇　　　　　　　西神主高林山城守政重

　　　　　　　　　　　　　　　高野村山城孫良古

� 高林重右衛門（印）

　この記録によると、慶長18年の墓誌発見に至る経緯

は次のとおりである。崇道神社の神主、高林山城守政

重が65歳の慶長18年11月23日に「天皇山之東原之峰」

に「高位之記」があることを夢に見る。そのことを翌

日の大師講の寄り合いで話したところ、それを聞いて

いた彦太夫と又五郎が天皇山に柴刈りに行き、「石之

からと」を発掘し、そのなかから「かね之毛人之位

牌」（墓誌）を取り出して、神主のところへ持参した。

初め崇道神社の脇の「観音堂」に墓誌を安置していた

が、里から遠いとの理由で、「徳雲軒」に預けた。と

ころが、村の人々がとにかく墓誌を「石之からとゑ葬

リ」たいというので、「蓮花寺法印」を頼んで埋納し

た。墓誌の埋納に関して、「享保九年辰正月二十日古

城址名所並寺社書出帳」に「此金牌慶長十八癸丑年仲

冬ニ掘出丁丑元禄十年元之石棺納ムル」とあり、元禄

10年（1697）に「元之石棺」に納められたことがわかる。

　小野毛人の墓誌をめぐっては、高野村を訪れた者の

記録が残されている。黒川道祐の延宝9年（1681）3
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月16日の採訪の記録である『東北歴覧之記』11）である。

高野村ニ至ル。…近世此ノ社ノ後ニ、土人踏之音

ヒビキケル所アリ。各々怪ミ思ヒ、是ヲ掘レバ、

石ノ唐櫃アリ。内ニ一物モナク、金色ノ牌アリ。

其記ヲミレハ、小野毛人ヲ葬シ石槨ニテ年月アリ。

土人大ニ驚キ、旧ノコトク土ヲオオイ、金牌ハ家

ニ携ヘ帰レリ。暫クアリテ、其ノ一家ノ人悉ク病

悩セリ。是レ、石槨ヲ発キタルカ故ナルヘシトテ、

近隣ノ宝幢寺ニ遣ス。今木ニテ神主ヲ作リ、其内

ニ右ノ金牌ヲ納置ケリ…

と記されている。「土人踏之音ヒビキケル所」という

記載から発掘された際の様子がわかる。掘り出した

「土人」は墓誌を家に持って帰ったものの「其ノ一家

ノ人悉ク病悩セリ」という状況に陥った。そこで、

「石槨ヲ発キタルカ故ナルヘシ」ということで宝幢寺

に納めた。さらに、木製の神主（霊牌）をつくり、そ

の中に墓誌を納めている。この時、墓誌は宝幢寺にあ

り、木製の霊牌に保管されていたことがわかる。黒川

道祐は翌年もこの地を訪れている12）。

　その後、貞亨元年（1684）に黒川道祐がまとめた

『雍州府志』巻四、「寺院門　法幢寺」の項に次のよう

にある13）。

…高野川北、有二崇道天皇之社一、其東辺山上、人

踏レ之則有下成レ響地上、土人怪レ之年旧矣、一旦掘レ

之、則有二金牌一枚一…小野毛人之墓、大驚而埋レ

土、金牌高野村豪民、携レ之置二家内一、無レ幾而、

一家有レ疾、知二毛人之祟一、寄二牌於此寺一、今現

存矣、

　また、巻十、「陵墓門　小野毛人墳」に、

…中世斯地土人踏レ之、則為レ響怪レ之、年旧矣、

一旦掘レ之則有二石棺一、内存二金牌一枚一、…金牌

寄二高野村法幢寺一石棺則掩レ土其跡猶存、

と記している。小野毛人の墳墓から墓誌を掘り出し、

家に安置していた一家が次々と病気になり、その原因

が墓誌（小野毛人の祟り）であるとされ、宝幢寺に預

けられた。延宝9年に墓誌は宝幢寺にあり、木製の神

主（霊牌）に納められていた。この時に、黒川道祐、

伊藤仁斎・東涯親子14）が墓誌を見ている。その後、高

野村が疲弊する出来事があり、墳墓に埋め戻されたの

が、元禄10年（1697）のことであった。

　さらに、京都の地誌にも小野毛人の墓が記されてい

る。北村季吟『菟藝泥赴』（貞享元年〔1684〕）である15）。

「第五　法幢寺」の項に、「むかし山上ふめば響ある所

有、明暦年中にうがちて石槨にあたれり、開きてみれ

ば金牌あり」とみえ、明暦年中（1655～1658）にも発

掘されたことがわかる。慶長18年に高林政重の夢で発

見された小野毛人の墓誌は埋納され、明暦年中に再び

発掘され、人家に安置していたもののその家のものが

病気になり、宝幢寺に安置した。そして、元禄10年に

埋め戻し、木でレプリカを作成して宝幢寺に安置した

のである16）。

　小野毛人の墓、墓誌をめぐる話は、19世紀になると、

京都を離れ江戸で次のように展開する。江戸の狂歌師、

岸誠之の『桑楊庵一夕話』（天保4年〔1833〕序）の

「高野村の農夫小野毛人が霊魂にあふ事」である17）。

山中で小野毛人の幽霊が出現し、親孝行の農夫に財宝

を与えるという物語である。墳墓の発掘と墓誌をめぐ

る出来事が怪談として創作されているのである。

　このように小野毛人の墓の発掘をめぐっては、高野

村に住んでいる者、高野村を訪れた者、京都の国学者、

地誌など様々な人々が記録を残している。そして、発

掘して墓誌を持ち帰った人の家で病気が続いたり、村

が衰退するという出来事が墓の発掘に結び付けられ、

墓の主である小野毛人の祟りと語られるのであった。

　以上、限られた事例であるが、近世において古墳

（古塚）の祟りは、民俗社会（村）で語られるととも

に、知識人や作家によっても語られる。それぞれの記

録を分析することから古墳（古塚）に対する近世人の

心性を明らかにすることができるものと思われる。民

間説話や禁忌など民俗資料も含め、今後検討する必要

があると考える。

　小稿では、斎藤忠「古墳の祟り」に導かれ、怪異学

の視点から、近世史料を中心に検討を加えてきた。

「祟り」の原義は、神が人に祭祀を要求して、出現す

ることであったが、時代とともに、意味するところは

むすびにかえて
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広がっていった。そして、「祟り」は、情報を発信す

る者と受容する者の葛藤という相互作用のなかで成立

するものであった。古代社会では、神祇官の卜部に

よって、災害・怪異など国家の危機等の際、「祟り」

が認定されていた。そして、平安時代中期には一般語

となり、以降誰でも「祟り」を認定できるようになる。

したがって、近世における古墳（古塚）をめぐる言説

においては、民間伝承や知識人の著作、地誌など様々

な人々が「祟り」を語っているのである。しかし、あ

る事象を〇〇の「祟り」であると認定し、その主体が

明らかにしたうえで対処を行うという単純な構造は、

いずれの時代も変わらない。「祟り」の語りの広がり

のなかに、古墳（古塚）の祟りは存在しているのである。

　最後に近代の陵墓をめぐる一つの事例を紹介したい。

　滋賀県高島市安曇川町にある彦主人王御陵である。

『滋賀県史蹟名勝天然記念物概要』18）には、次のよう

にある。

彦主人王墓伝説地　　江若線安曇駅より〇、四粁

高島郡安曇村大字田中字山崎に在る。俗に王塚と

称し、彦主人王の御墓と伝える。王は応神天皇五

世の御孫にして第二十六代継体天皇の御父にあら

せられる。墓は前方後円墳で、段別二反八畝十九

歩、三基の陪塚がある。明治三十八年御陵墓地と

して宮内省に買収せられ、十月以降墓丁を置かれた。

　地元で、継体天皇の父、彦主人王の墓との伝承があ

り、「王塚」と称されていた前方後円墳があり、明治

38年（1905）に宮内庁によって陵墓参考地とされた古

墳がある。『安曇川町昔ばなし』の「鳴動する大塚―

彦主人王墓」において次のような記載がある19）。

田中神社の裏山の（現在の開拓野）の登り口に、

どなたのお墓ともわからない大きな塚があって、

言い伝え、聞き伝えに「ウシヅカ」あるいは「イ

シヅカ」と呼んでいたそうです。盛り土の大塚で

すから、子どもらが大勢遊びに行き、お山の大将

遊びをしていたものだと、故人がいわれたもので

した。その大塚が、雨の日や、うっとうしい日に

は、ゴーゴーと鳴動するのです。ですから、いつ

となく皆が「動乱塚」と名づけるようになりました。

　そして、田中神社宮司、伊藤範保が研究した結果、

彦主人王の墓であると特定し、宮内庁に交渉した結果、

陵墓参考地となった。その結果、明治38年2月に「大

塚は宮内庁に買上げられ、お墓の裾に濠を堀り、お山

の大将遊びもできなくなりました。後に周囲に有刺鉄

線を張りめぐらしました。「守部」というお守り役が

おかれ、時おり宮内庁の陵墓の係官が参拝されます」

というようになった。また、

ゴーゴーと鳴動した大塚は、宮内庁買上げ後彦主

人王伝説地と確定し守部の設置の明治三十八年一

一月からは、いっさい鳴らなくなりました。

と記されている。陵墓参考地になったことで鳴動しな

くなったという。古墳の鳴動は、神功皇后陵や応神天

皇陵、多武峰、多田院、将軍塚など、数多くの事例が

あり、さまざまな予兆として記録にとどめている20）。

彦主人王の墓は、宮内庁の陵墓参考地となったことに

よって鳴動しなくなったといわれており、この陵墓を

めぐる地域の言説の社会的、文化的背景を考えさせる

興味深い事例といえよう。

　以上、雑駁な検討に終始したが、古墳（古塚）をめぐ

る人々の言説は多彩で豊かなものがあることが理解で

きた。その語りには、人々の古墳に対する思いがこめ

られているのである。日本遺産や文化財保存活用地域

計画等、文化財、歴史文化遺産の保存・活用がうたわ

れ、ストーリー性が重視されるようになってきた。「古

墳の祟り」譚は、指定文化財の価値付けになじまない

が、地域歴史遺産21）として伝承していく価値のある

ものではないだろうか22）。考古学や民俗学など学問の

学
きわ

際
もの

に立つ怪異学の視点で今後も検討していきたい。
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